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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【年通号数】公開・登録公報2017-014
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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/542    (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/68     (2018.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
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   Ｇ０１Ｎ  33/531    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/542    　　　Ａ
   Ｃ１２Ｑ    1/68     ＺＮＡＡ
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｙ
   Ｇ０１Ｎ   33/532    　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   33/531    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ   21/64     　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｎ   21/78     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月9日(2018.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
（１）１つ以上の標的の存在について試験されるサンプルを１つ以上の標的特異的結合パ
ートナーに接触させるステップであって、前記標的特異的結合パートナーのそれぞれがド
ッキング鎖に連結され、異なる特異性の標的特異的結合パートナーが異なるドッキング鎖
に連結されて、１つ以上の標的特異的結合パートナーに結合した１つ以上の標的を生成す
る、ステップ、
（２）任意選択的に、結合しなかった標的特異的結合パートナーを除去するステップ、
（３）前記サンプルを、ドッキング鎖に結合する標識イメージャー鎖に接触させ、ドッキ
ング鎖に結合した標識イメージャー鎖を生成するステップ、
（４）任意選択的に、結合しなかった標識イメージャー鎖を除去するステップ、
（５）前記サンプルをイメージングして、ドッキング鎖に結合した標識イメージャー鎖を
検出するステップ、
（６）前記結合した標識イメージャー鎖を前記ドッキング鎖から除去するステップであっ
て、前記標識イメージャー鎖が、前記標識イメージャー鎖の酵素的切断、修飾、又は分解
によって前記ドッキング鎖から除去されるステップ、及び
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（７）ステップ（３）の少なくとも１つの他の標識イメージャー鎖に対してユニークな組
成を有する標識イメージャー鎖を用いてステップ（３）～（６）のうちの少なくともいく
つかを少なくとも１回繰り返すステップ
を含む、方法。
【請求項２】
　前記標識イメージャー鎖が酵素的に除去される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記標識イメージャー鎖がイメージャー核酸鎖であり、前記ドッキング鎖がドッキング
核酸鎖であり、前記イメージャー核酸鎖と前記ドッキング核酸鎖が互いに対して相補的な
核酸である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記標識イメージャー鎖が核酸グリコシラーゼによって切断され、任意選択的に、前記
核酸グリコシラーゼがウラシル－ＤＮＡグリコシラーゼである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記標識イメージャー鎖が、少なくとも１つの切断酵素又は制限酵素によって除去され
る、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記標識イメージャー鎖が、ＲＮＡ分解酵素による１つ以上のリボヌクレオチドでの切
断によって除去される、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記標識イメージャー鎖が、ＵＶ暴露によって切断され得る光切断可能な部分を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記標識イメージャー鎖が、１つ以上のデオキシウリジン基での切断によって除去され
る、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ以上のデオキシウリジン基での切断が、ウラシル特異的切除試薬（ＵＳＥＲ）
酵素によって実現される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記標識イメージャー鎖を除去することが、
　（ａ）酵素的切断及び光化学的修飾、又は
　（ｂ）酵素的切断及び化学的修飾／分解
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ステップ（１）で、前記サンプルが２つ以上の標的特異的結合パートナーに接触される
、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記標的特異的結合パートナーが抗体又は抗体断片である、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記標的特異的結合パートナーが、リガンド、小分子、アプタマー、ペプチド、又はオ
リゴヌクレオチドである、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記標識イメージャー鎖が同一に標識される、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記標識イメージャー鎖が異なる標識を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記標識イメージャー鎖が、蛍光標識イメージャー鎖である、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記１つ以上の標的がタンパク質であり、且つ／又は前記サンプルが、細胞又は組織サ
ンプル、細胞溶解物又は組織溶解物、或いは体液である、請求項９に記載の方法。
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【請求項１８】
　前記サンプルが、ステップ（５）で共焦点又は落射蛍光顕微鏡検査法を用いてイメージ
ングされる、請求項９に記載の方法。
【請求項１９】
　前記標識イメージャー鎖及び／又は前記ドッキング鎖が足掛かり配列を有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記標識イメージャー鎖が足掛かり配列を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ステップ（１）で、前記サンプルが２つ以上の標的特異的結合パートナーに接触される
、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記標的特異的結合パートナーが抗体又は抗体断片である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記標的特異的結合パートナーが、リガンド、小分子、アプタマー、ペプチド、又はオ
リゴヌクレオチドである、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記標識イメージャー鎖が同一に標識される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記標識イメージャー鎖のそれぞれが異なる標識を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記標識イメージャー鎖が、蛍光標識イメージャー核酸である、請求項２０に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記１つ以上の標的がタンパク質であり、且つ／又は前記サンプルが、細胞又は組織サ
ンプル、細胞溶解物又は組織溶解物、或いは体液である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記サンプルが、ステップ（５）で共焦点又は落射蛍光顕微鏡検査法を用いてイメージ
ングされる、請求項２０に記載の方法。
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